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（午前 １０時０６分 開会） 
○金丸感染症・環境安全担当参事 それでは、大変お待たせいたしました。まだ何人かお

見えではない先生がいらっしゃるのですが、ただいまから第３回東京都動物愛護管理審

議会を開会いたします。 
委員の皆様には大変にお忙しい中、ご出席をいただきましてありがとうございます。

私は、福祉保健局参事の金丸でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。後ほ

ど議事に入りますまでの間、私が進行を務めさせていただきます。 
それでは、会議に先立ちまして定足数の確認をさせていただきます。本審議会は、東

京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則第１６条第２項によりまして、委員の過

半数の出席によって成立することになっております。本審議会の委員数は１６名、現在

の出席者は１１名でございまして、定足数に達しておりますことをご報告申し上げます。  
では、開会にあたりまして、片岡福祉保健局理事よりあいさつを申し上げます。 

○片岡福祉保健局理事 おはようございます。福祉保健局理事の片岡でございます。 
委員の皆様方には、年末の本当にお忙しいところお集まりいただきまして、まことに

ありがとうございます。 
前回１０月１３日の審議会におきましては、都における今後の動物愛護管理行政のあ

り方について、中間のまとめを頂戴したところでございます。本日は、いよいよ本答申

をいただく次第となりました。この間、林委員長をはじめ、小委員会の委員の皆様方に

は、大変短い期間の中でパブリックコメント等も踏まえ、密度の濃いご議論により答申

案をおまとめいただき、まことにありがとうございます。 
前回のごあいさつでも申し上げましたが、都の状況は、動物愛護に関する都民意識の

高まり、地域での取組の活発化という反面、飼い主のマナーの問題、あるいはペットシ

ョップ等での管理のトラブルの問題など、東京都動物愛護管理条例の理念でございます

「人と動物の共生社会実現」のためには、まだまだ取り組むべき課題が山積いたしてお

ります。 
本審議会からちょうだいいたします答申は、これらの課題にこたえるとともに、改正

動物愛護管理法に基づきます都の動物愛護管理推進計画の基本となるものでございまし

て、まさにこの節目の時期にふさわしいものと大いに期待しておるところでございます。  
東京都といたしましては、今後、本日の答申、また審議会におきます委員の皆様方の

ご意見を真摯に受けとめまして、都がこれまで全国に先駆けて取り組んでまいりました

動物愛護管理行政施策をさらに発展させていきたいと存じております。 
委員の皆様には、本日限られた時間ではございますが、どうぞ、ご議論、ご検討を賜

りまして、ご答申をおまとめいただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願

い申し上げます。 
簡単ではございますが、開催にあたりましてのごあいさつとさせていただきます。よ

ろしくお願い申し上げます。 
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○金丸感染症・環境安全担当参事 では、早速議事に入ってまいりたいと存じますが。 
本日は、関会長がご欠席でございますので、東京都動物の愛護及び管理に関する条例

施行規則第１５条第４項により、あらかじめ指名されております林副会長に会長の職務

代理をお願いいたします。 
では、これからの進行につきましては、林副会長にお願いいたします。よろしくお願

いいたします。 
○林副会長 規定によりまして、本日、会長の職務代理をいたします林でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。皆様のご協力をいただきまして、審議会を円滑に進め

たいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
以後、座って進めさせていただきますが、本日は、傍聴を希望される方がおられます。

それでは、ただいまから入っていただきます。 
よろしいですか。それでは、議事に入ります。 
本日の議題は、お手元にあります小委員会から提出されたものでありますけれども、

東京都における今後の動物愛護管理行政のあり方について（答申案）。これをご審議い

ただき、当審議会の答申を提出するというものでございます。私、小委員会を代表して

申し上げますが、この答申案は、前回の審議会で出した中間のまとめについてパブリッ

クコメントを実施した結果、また第２回の審議会での論議を踏まえて、１１月３０日に

行われた小委員会で検討し、作成したものでございます。 
この案では、中間のまとめで示した五つの取り組むべき主な課題について具体的な施

策の方向をまとめております。また中間のまとめでは家庭動物を中心に検討してまいり

ましたが、委員や都民の意見として、災害発生時における実験動物への対応についても

言及すべしとのご意見をいただきましたことから、それも追加いたしました。 
それでは、この内容を事務局から説明していただきたいと思います。説明は一括して

最初にやっていただき、質疑はまとめて後ほど行うということにしたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 
それでは、お願いいたします。 

○金谷連絡調整担当副参事 東京都福祉保健局健康安全室の金谷でございます。私の方か

ら資料のご説明を申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。以後、座らせて

いただきまして説明させていただきます。 
この資料でございますが、今も林副会長からもございましたように、１０月１３日に

第２回の審議会での中間まとめ以降、パブリックコメントを行って得られた意見ですと

か、委員の皆様のご意見を反映させていただいて、この小委員会で確認していただいた

結果をもとに作成された答申案でございます。こちらについてご説明させていただきま

す。 
皆様のお手元に資料の１から３まで配付させていただきました。お手元の資料２をご

らんください。 
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こちらはパブリックコメントの結果でございます。 
中間のまとめを公表しました１０月１３日から１５日間、１０月２７日までパブリッ

クコメントを行い、意見の募集を行いました。 
寄せられた意見の概要でございますが、電子メールで４８通、ファクシミリで９通、

合計５７通の意見が寄せられました。またお一人で複数の意見を寄せていただいた方も

いらっしゃいますので、述べ件数といたしましては１３０件の意見が寄せられておりま

す。 
主な意見の例といたしまして、趣旨を盛り込んだもの、それから既に、本文にいただ

いた意見の趣旨が含まれているもの、残念ながら意見の趣旨を取り入れられなかったも

のなど代表的な意見の例をこちらに記載させていただきました。 
趣旨を盛り込んだものの主な意見の例ですけれども、飼い猫の不妊・去勢手術ですと

か、周知・助言、動物取扱業、大学研究機関等の犬の登録の徹底、動物取扱業の監視指

導の強化に関するもの、災害時に備えた実験動物を扱う施設等の把握に関すること。こ

のようなところが、今回、パブコメの後に趣旨を盛り込ませていただいたものでござい

ます。 
また、既に本文に趣旨が盛り込まれているものといたしましては、子猫を飼養可能な

ボランティア団体との協力によって譲渡を拡大にしていくことですとか、首輪、鑑札等

の個体識別を進めていくような対策を取っていくということでございます。 
それから、趣旨を取り入れられなかったものといたしましては、マイクロチップの義

務化とか、それから動物の致死処分数につきましては「殺処分ゼロ」を目指すというよ

うなことのご意見もありましたが、こちらにつきましては、残念ながらこの趣旨は盛り

込めないというところでございます。 
こちらの資料２の２枚目以降でございますが、寄せられた意見ごとに中間のまとめの

本文中の該当する箇所、意見の概要、寄せられた意見に対しての対応はどのようなもの

か。それから同様の意見が多数ございまして、その場合に、その数が何件あったかとい

うのを右側の列に表示してございます。１３０件の意見すべてをこちらに記載させてい

ただきましたので、内容につきましては、また後ほどごらんいただければと思います。 
以上が、資料２の説明でございます。続きまして、資料３をごらんください。 
これは生活文化局が１１月に公表いたしました都政モニターアンケート「東京におけ

るペットの飼育」、そのアンケート結果でございます。 
こちらはインターネットを使い都政モニターを対象といたしまして、ペットの飼育状

況、飼い主のいない猫対策、都への要望などについて聞いたものでございます。 
調査結果のポイントといたしましては、上から四つ目の○になりますけれども、飼い

主のいない猫対策への参加意向といたしましては、「今後参加したい」という方が１６

％、「参加したくない」が５０％、「わからない」という方が３３％あったということで

す。私どもで進めてまいりました飼い主のいない猫対策につきましては、まだ周知が十
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分ではないのかなと考えております。今後この飼い主のいない猫対策を進めるに当たり

ましては、一般の方にもっと周知していくような、理解が得られるような取組をしてい

かなければならないということが伺われる結果でございます。 
もう一つはペット業者に望むことといたしまして、第１位は「ペットの飼い方や感染

症の防御方法等を説明すること」で、事業者からきちんと説明してもらいたいという方

が６４％おります。それから第２位といたしまして「危険な動物の販売やインターネッ

ト販売など安易な販売をしない」という意見が５６％の方から出されております。 
もう一つは、都への要望ということで、第１位が「ペット業者の監視指導の強化」。

第２位は「動物の感染症予防対策」。第３位といたしまして「犬の登録・狂犬病予防接

種の徹底」ということでございます。 
この都政モニターアンケートの結果は、中間のまとめ以降、今回の答申案をまとめる

に当たりましてデータの一部を活用させていただいております。 
具体的な内容につきましては、また後ほどごらんいただければと思います。 
このようなデータ等も活用いたしまして、答申案としてまとめたのが、この資料１で

ございます。 
答申案は枝番が振ってありますけれども、資料の１－１、１－２、１－３とございま

す。 
委員の皆様には、事前に郵送致しまして、ごらんいただいたところですけれども、表

現の修正等がございますので、本日配付させていただいた答申案でごらんいただくこと

をお願いいたしたいと思います。 
まず資料の１－２をごらんください。 
２ページ以降をごらんいただけますでしょうか。この資料の１－２ですが、こちらは

委員の皆様のご意見、それからパブリックコメント等による都民意見に基づき、追加削

除したものでございます。またそれに伴いまして、その文章の前後で語句修正等を行っ

ております。中間のまとめの本文、こちらに追加をした部分は、この下線を引いてある

ところでございます。逆に削除したものは二重線で消してあるところでございます。 
どういうところが、主に追加もしくは削除したかを資料の１－２でご説明させていた

だきます。 
１枚めくっていただきまして４ページをごらんください。犬の狂犬病予防注射接種率

の低下のところですが、この１１月に海外で犬にかまれた人が狂犬病を発症して亡くな

るという事件がございました。 
この事件を受けまして、犬の登録、か狂犬病予防に関する記述を追加させていただい

ております。 
それから、参考までに、皆様のお手元にこの審議の内容と直接かかわりはございませ

んけれども、このようなカラーのリーフレットを配付させていただきました。従来から

犬の登録ですとか、狂犬病予防注射の実施の徹底につきまして、さまざまな媒体等を使
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って周知徹底を図っておりましたけれども、こちらはこのたびまた改めてつくりました

リーフレットでございます。参考までにお配りさせていただきました。 
１３ページをごらんください。１３ページは、動物取扱業に対する指導でございます。

こちらにつきましては、前回の土屋委員をはじめといたしまして、委員の皆様や、それ

からパブリックコメントにおきましても、動物取扱業の監視については、東京都が引き

続いてやっていくべきであるというご意見が示されたところでございます。 
また都政モニターアンケートにおきましても、ペット業者に望むこと、それから都へ

の要望といたしまして、ペット業者の監視等の強化ということもございました。 
そこで、中間のまとめのときよりも内容をさらに三つに分けて、「監視指導の規模と

内容」、それから「動物愛護管理法の改正に伴う指導」、それから「動物取扱責任者研修

」、このように三つに分けて、動物取扱業に対する指導の記載を、より詳しくしたとこ

ろでございます。 
それでは１７ページをごらんください。区市町村における動物愛護管理への取組です

けれども、自治体による先進的な取組の例といたしまして、この下線部分のように、具

体的に追加いたしました。 
それから１８ページ、７．産業動物及び実験動物への対応は、新たに追加した項目で

ございます。前回の審議会におきまして、土屋委員からも、災害時における実験動物へ

の対応を適切に行うためには、まず第一に実態把握等が必要ではないか、それから実験

動物施設での犬の登録、狂犬病予防注射について把握が必要だというご意見をいただい

ております。 
また、実験動物以外にも、山口委員からも産業動物の災害対策につきましては、どの

ようにやっているのかというご意見が示されたところでございます。小委員会でご検討

いただいたことを対策に盛り込むに当たりましては、まず、現状の対応はどのようなも

のかということを記載する必要があるため、この現状のところに、項目を一つ起こして、

まずは産業動物、それから実験動物への現状と対応というところを盛り込んだところで

ございます。 
それから１９ページをごらんください。動物由来感染症対策です。前回も﨑田委員か

ら、「動物由来感染症」とか「人と動物の共通感染症」といった呼称を統一できないか

というご意見が出されておりました。 
動物愛護管理法では「人と動物との共通感染症」という言葉が使われておりますが、

今回は福祉保健局といたしまして、ペットと人との距離が近づいていく、感染の機会が

増大していくという観点から、「動物由来感染症」と、こういう言葉を使用させていた

だきたいと考えております。ご了承をいただきたいと思います。 
それから２１ページをごらんいただけますでしょうか。 
こちらのページの、上の方の部分ですけれども、災害発生時対策の一つといたしまし

て、動物取扱業者、産業動物の管理者等による動物の保護と人への被害防止のことやそ
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れから有害な病原体を接種された実験動物が施設から逸走した場合の問題について、こ

ちらで対策といたしまして追加しております。 
それから２２ページをごらんください。こちらの動物愛護推進総合基本計画、これは

東京都における現行計画でございます。こちらの下の方にありますけれども、「国の定

めた基本指針に基づいて都道府県は区域の動物愛護管理推進計画を策定する」という義

務について書かせていただいております。 
それから２６ページ以降になりますが、こちらが第４、東京都における今後の動物愛

護管理行政の方向、その取り組むべき主な課題ということであります。 
この（１）の「飼い主の社会的責任の徹底」ですけれども、不妊去勢手術の必要性で

すとか、高齢動物の世話、狂犬病予防対策、猫の屋内飼育などの三原則。あと、無責任

なエサやりの問題や飼い主責任について、できるだけの記載を追加いたしました。 
ただ、２７ページの中ほど以降ですけれども、中間のまとめの段階では施策の方向と

いたしましては、適正飼養の普及啓発の強化というような、項目だけを示しておりまし

たけれども、こちらの答申案では、その具体策として、このように○で記したところの

ように施策の内容を示してございます。 
すべての委員の皆様のご意見を、この課題のところで紹介するということはできない

のですけれども、それはご了承いただきたいと思います。 
以上が見え消し版、この資料の１－２で追加もしくは削除を行ったところの説明でご

ざいます。 
それでは資料１－１をごらんください。あわせてＡ３横長の資料の１－３をごらんい

ただきたいと思います。 
資料の１－２は見え消し版でしたけれども、１－１は見え消し版から、下線、二重線

部分、こちらを削除して答申案の形にしたものでございます。 
この横長のＡ３版ですが、こちらはその答申案の骨子を示したものでございます。 
この横長の「東京都における今後の動物愛護管理行政のあり方について（答申案）」

の概要、こちらで全体の構成をご説明させていただきたいと思います。 
まず左側の囲みですが、「動物愛護管理の現状」ということで、第１の「動物飼養の

現状と社会状況」。それから第２の「動物愛護管理行政の現状」。そして第３の「動物愛

護推進総合基本計画の達成状況」。こちらの主な項目を示してございます。右側の３分

の２ですけれども、今後の動物愛護管理行政の方向を示しております。 
上の方の、横長の囲みですが、この「人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向

けて」ということで、「家族の一員」から「地域の一員」へと、このキーワードと基本

的な考え方を示してあります。そして矢印の下の囲みですが、東京都の役割でございま

す。 
それから下の方に五つの囲みがございます。「飼い主の社会的責任の徹底」。そして「

事業者の社会的責任の徹底」と、それから「地域の取組への支援」。そして「致死処分
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数減少への取組」。「都民と動物の安全確保」。この五つの主な課題を示しました。 
これは、全体といたしましては五つの課題に取り組むことによりまして、人と動物と

の調和のとれた共生社会の実現を目指すということをあらわしております。施策の方向

とその具体的な内容につきましては、答申案の中には具体的施策を多数記載しておりま

すけれども、この概要版の中では、これまであまり取り組まれていないものとか、代表

的なものを抽出して記載しておりますので、そちらについてご説明申し上げます。 
まず、飼い主の社会的責任の徹底でございますけれども、一つ目としましては、適正

飼養の普及啓発の強化。この中身としましては、今後、ドッグランや動物病院等の、犬

の飼い主・その他の動物の飼い主の皆さんが利用するような施設でも、普及啓発活動を

拡充していくということでございます。 
それから犬の登録・狂犬病予防注射接種率の向上ですが、この事務自体は、区市町村

の事務ということになりますけれども、東京都といたしましても一層犬の登録が進むよ

うに、また狂犬病予防注射の接種率が向上するように、区市町村の支援も含めまして取

り組むべきであるということでございます。 
特に、最も効果的だと今のところ考えられますのが、区市町村によりましては、動物

病院での登録や予防注射済票の交付事務を代行しているところがありますけれども、こ

ちらは利用者にとっては、非常に利便性が高いということで、こちらを拡大していくよ

うに、区市町村や獣医師会にも働きかけをしていくべきであるということでございます。  
それから高齢動物の飼養に関する普及啓発ですけれども、ペットを飼うと、動物が高

齢になった場合の世話ですとか、それにかかる医療、さまざまな問題がございます。そ

れに関するあり方を、今後、獣医師会や動物愛護団体等と検討していく必要があるとい

うことでございます。 
それから、右側の事業者の社会的責任の徹底ですが、今後は動物取扱業の監視を一層

強化する必要がございます。そのためには、評価基準に基づきまして重点監視を実施す

るとか、事業者から購入者に対しまして、ペットを飼う際の飼い主の自覚と、世話です

とか、高齢になったときの問題ですとか、治療に係る問題、そういうことについて、そ

の負担に関する説明責任を徹底するように、東京都は事業者の指導を進めていくべきで

あるということでございます。 
それから動物取扱業の資質の向上、幾つかございますけれども、その優良な取扱いに

ついて、モデル事業を検討していくのが効果的ではないかということでございます。こ

れは事業者団体ですとか、愛護団体等との協議が必要になりますが、法律に定められた

説明事項だけではなく、より適切な販売の方法ですとか、ストレスの少ない展示の方法、

もしくは販売の方法や購入者に対してのアドバイスの方法等に関してよりよいモデル的

なものを今後検討していくということでございます。 
それから動物取扱業関連の人材養成施設に対する支援ですが、東京都は非常に特徴的

なんですが、ペット関連の学校が非常にたくさんあると。なかなか動物愛護管理法です
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とか、感染症法、狂犬病予防法などに対するカリキュラムが十分ではないのではないか

とのご指摘をいただいておりまして、その動物関連の学校の講師の方を対象とした研修

ですとか、必要な資料提供等の支援を行っていく必要がございます。 
次に地域の取組への支援でございますけれども、動物愛護推進員の活動、こちらが一

層区市町村と連携するような支援でございます。 
それから集合住宅における動物の適正飼養の推進。現在、マンション等で動物が飼え

るようなところも非常にふえています。そこで、東京都は平成６年に動物飼養モデル規

程をつくりましたが、これをさらに現在の状況に合うような形に整備いたしまして、マ

ンションの販売会社ですとか、管理会社へ周知をするということが非常に効果的という

ことでございます。 
それから高齢者の動物飼養への支援の検討でございますが、おひとり暮らしの高齢者

の方が病気になったりした場合にペットが放置されてしまうという問題が、今後ふえて

くると思われますので、ボランティアさんたちと協働いたしまして、地域別に預けるよ

うな仕組みがつくれないかを検討すべきであるということでございます。 
それから、地域の飼い主のいない猫対策、これは進んでいるところ、そうでないとこ

ろ、非常にばらつきがございますが、今後、一層、都内で地域の飼い主のいない猫対策

が拡充していくように必要な支援等をしていくということでございます。 
それから、致死処分数減少への取組でございます。これまでも、東京都は引取り数が

減るように、それから現行のハルスプランにおきましても、致死処分数を５０％減らす

というような具体的な目標を掲げて取り組んでまいりました。全国に比べると引取り数

や、それから処分数が、非常に低いというところでございます。このような中で、さら

に引取り数を減らしていくとか、それから処分数を減らしていくというのは非常に困難

なことであると思います。 
さらに引取り数が減少すれば、譲渡可能な動物の割合も少なくなると考えられますが、

さらなる譲渡の割合の増加を図り、犬や猫の処分数を減らしていくことに取り組んでい

くことが非常に重要だとのことでございます。 
そのために、まず仕組みづくりの一つといたしましては、ボランティア団体との連携

・協働。こちらは現在でも行っておりますけれども、今後、一層その拡大を進めていく

ということでございます。それから現在の計画、ハルスプランは、かなり達成状況が良

好でございますけれども、今後、新たに、法律に基づいた東京都の動物愛護管理推進計

画を策定するに当たりまして、１０年後の目標といたしまして、この右側の囲みにござ

いますように、まず引取り数を半減するとあります。これは国の基本指針でも示されて

いるところでございます。その中で致死処分数を５５％減らしていく。 
国の基本指針では引取り数の半減とともに致死処分率の減少ということが言われてお

りますが、引取り数を半減して、さらに致死処分数を今以上に減少させないと、当然、

処分率は減少いたしませんので、そこの処分数といたしましては５５％の減少というと
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ころを目標としているところございます。 
それから犬の返還・譲渡率。これも、現在かなりボランティアさんたちの協働が進ん

でおりまして、高い割合で返還・譲渡がなされておりますけれども、こちらを８５％以

上にするということでございます。 
「原則譲渡」というと、１００％ではないのかというふうに考えられるかもしれませ

んが、例えば、非常に高齢ですとか、それから非常に重大な障害を持って東京都に収容

されるとか、どうしても譲渡ができないという可能性も当然あるわけでございますので、

現在の状況を考えますと８５％というところが、かなり厳しいのではないかと考えてお

ります。 
猫の返還・譲渡率につきましては、ハルスプランでは３％という目標が出ておりまし

たが、１７年度実績は４．２％まで拡大しております。こちらも全国に比べると非常に

高い実績であるとは考えておりますけれども、「１０％以上」と目標を設定させていた

だきました。これも、本当に現場から言いますと大変高い目標であり、ハードルは高い

と考えておりますが、これは飼い主のいない猫対策等を進めることや、飼い主による不

妊去勢手術ですとか適正な飼養、これもあわせて進めることにより、引取り数そのもの

を削減し、またボランティアとの協働の拡大により取り組んでいくことが必要でござい

ます。 
それから五つ目ですけれども、都民と動物の安全の確保でございます。まずは動物由

来感染症への対応能力の向上です。都には、福祉保健局以外にも動物関係の事業を行っ

ている局が多数ございますので、これまで以上に関連局との連携を強化し、狂犬病等の

発生を想定した訓練の実施等を進めていくことが必要です。 
それから、感染症発生時に備えての動物の隔離や検査。こちらが円滑に進むように機

能の強化等も必要でございます。それから災害が発生した場合の動物救援機能等の強化

でございますが、動物救援本部が立ち上がって、動物の保護等を行いますけれども、そ

この収容施設には一定のキャパシティがございますので、日ごろからボランティアとの

ネットワークを構築しておいて、そこから円滑に一時譲渡ですとか、一時預かりのボラ

ンティアに引き継ぎがなされるような体制を進めていくことが必要でございます。 
それから実験動物ですとか、そのほかの産業動物につきましても、災害時を想定いた

しまして、日ごろから発生に備えた取組を進めていくことが必要ではないかと。特に実

験動物施設につきましては、これまでも、私どもの方で把握するということができてお

りませんので、その災害対策の前に、まずは現状の施設等の把握をすることが必要にな

ってまいります。こちらは全く新しい項目でございます。 
そのほかにも産業動物、それから動物取扱業の取扱動物、動物園等の展示動物につき

ましても、事業者が適切に対応していくことが必要になってまいりますので、そこでの

対策が推進するように東京都は必要な働きかけですとか、普及啓発を行っていくべきと

のことでございます。 
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以上、このような五つの取組を積極的に進めていくことによりまして、従来のハルス

プラン以上に、飼い主や事業者の社会的責任の徹底ですとか、地域の取組の支援、引取

り数の削減や譲渡の拡大、感染症対策、そして災害対策、これらを一層進めることによ

りまして、人と動物との調和のとれた共生社会の実現を推進していくことが今後の方向

ということになります。 
大変雑駁でございましたけれども、私からの説明は以上でございます。 

○林副会長 ありがとうございました。 
それでは、この答申案並びにそれに付随してご説明いただいたものにつきまして、委

員の皆様方からご質問、あるいはご意見がございましたら、どうぞお願いいたします。

いかがでしょうか。 
中間のまとめに比べまして、随分たくさん加えていただいたと思うのですが、内容も

豊富になっています。事務局の方では本当にこの審議会ぎりぎりまで手を加えていただ

いて、ほぼ完璧なものではないかと思いますが、しかし、ご意見やご質問ございました

らお願いいたします。いかがでしょうか。 
よろしいでしょうか。 
恐らく、この方向は、今年の６月から施行されています動物の愛護及び管理に関する

法律に基づいた基本指針に基づく実施計画に相当するものでありますけれども、これは

全国の見本になるものだろうというふうに思います。これが今後の日本の動物愛護管理

行政を率いていくのではないかというふうに思いますが、ご意見、ご質問ないようです

ので、いかがでしょうか。 
それでは、このまま原文のとおり審議会の答申とさせていただきたいというふうに思

いますが、ご賛同いただけますでしょうか。よろしいでしょうか。 
（異議なし） 

○林副会長 どうもありがとうございました。 
ただいま委員の皆様のご賛同をいただきましたので、本案を正式な答申とさせていた

だきたいと思います。 
委員の皆様には長期間に渡りまして熱心にご審議いただき、まことにありがとうござ

いました。議事を終了いたしまして、進行を事務局にお返ししたいと思います。 
○金丸感染症・環境安全担当参事 林副会長、どうもありがとうございました。 

では、答申につきまして皆様からご了承いただきましたので、ただいまから案の取れ

たものと、答申書の写しをお配りさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  
（答申書配付） 

○金丸感染症・環境安全担当参事 それでは、皆様のお手元に渡ったようでございますの

で、これより林副会長から山内福祉保健局長に答申をお渡しいただきます。 
林副会長、局長、よろしくお願い申し上げます。 

○林副会長 東京都知事 石原慎太郎様。 
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東京都における今後の動物愛護管理行政のあり方について（答申）。 
平成１８年２月１０日付１７福保健衛第９２２号で諮問のあったことについて、別紙

のとおり答申します。 
東京都動物愛護管理審議会会長 関 哲夫。 
会長代理 林 良博。 

どうぞよろしくお願いします。 
○金丸感染症・環境安全担当参事 では、ここで山内福祉保健局長よりごあいさつを申し

上げます。 
○山内福祉保健局長 福祉保健局長の山内でございます。 

ただいま林会長代理より、東京都における今後の動物愛護管理行政のあり方について

の答申を頂戴いたしました。２月の諮問以降、委員の皆様には大変精力的にご審議をい

ただきまして、本答申をまとめていただきましたことに対しまして、心から感謝を申し

上げる次第でございます。本当にありがとうございました。 
ただいまいただきました答申には、「家族の一員から地域の一員へ」をキーワードと

した施策を展開いたしまして、人と動物との調和のとれた共生社会の実現を目指してい

くという、さらに一歩進んだ理念が示されております。その上で都の役割や飼い主、事

業者の社会的責任、地域の取組などと、委員の皆様の豊かな学識と経験に裏打ちされま

した先進的、かつ具体的な提言が多数盛り込まれていると存じております。 
東京都は、この答申や審議会での委員の皆様方のご意見を真摯に受けとめまして、こ

れまで取り組んでまいりましたさまざまな施策の、さらなるステップアップを図りまし

て、本年度内に策定する東京都動物愛護管理推進計画に反映させますけれども、そのた

めには、これからも、引き続き委員の皆様方のご支援、お力添えを賜りたいと存じます

ので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
以上、甚だ簡単ではございますが、御礼のあいさつとさせていただきます。 
ありがとうございました。どうもご苦労さまでございました。 

○金丸感染症・環境安全担当参事 以上で本審議会終了でございます。 
委員の皆様には本当に長期間にわたりまして多大なご協力を賜りまして、事務局とい

たしましても心より御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 
皆様方からこの審議を通じましていただきました数々のご意見、私どもにとっても大

変な宝でございます。これから計画策定の中でそうしたご意見を踏まえまして、さらに

よい計画づくりに向けて努力をしてまいりたいと思います。引き続き東京都の動物行政

に皆様方、多大なご支援、それからご協力をよろしくお願い申し上げます。 
それでは、以上をもちまして、今回の東京都動物愛護管理審議会を終了させていただ

きます。皆様、本当にありがとうございました。 
（午前 １０時５６分 閉会） 


